
 
 

白井市建設工事最低制限価格運用要領 

 

平成２２年３月１日制定 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、白井市が一般競争入札又は指名競争入札により建設工事（以下「工事」と

いう。）の請負契約を締結しようとする場合において、契約の内容に適合した履行の確保を目

的として、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７

条の１０第２項（施行令第１６７条の１３において準用する場合を含む。）及び白井市財務規

則（平成５年規則第３号）第１２１条第１項の規定により最低制限価格を設けることに関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 最低制限価格を設ける工事は、次に掲げるものとする。 

（１） 一般競争入札により契約を締結しようとする工事のうち、白井市建設工事低入札価格調

査試行実施要領の適用を受けない工事 

（２） 指名競争入札により契約を締結しようとする工事のうち、市長が特に必要と認める工事 

 

（最低制限価格の算定方法等） 

第３条 最低制限価格は、設計金額の各号に掲げる額の合計額（ただし、その額が設計金額に１

００分の９２を乗じて得た額を超える場合にあっては１００分の９２を乗じて得た額とし、合

計額が設計金額に１００分の７５を乗じて得た額に満たない場合にあっては１００分の７５

を乗じて得た額とする。）とする。また、各費用の算定項目に含まれる費目は別表に定めると

おりとする。 

（１） 直接工事費に１００分の９７を乗じて得た額（１円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てた額） 

（２） 共通仮設費に１００分の９０を乗じて得た額（１円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てた額） 

（３） 現場管理費に１００分の９０を乗じて得た額（１円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てた額） 

（４） 一般管理費に１００分の６８を乗じて得た額（１円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てた額） 

２ 工事の性質上前項の規定により難いものについては、前項に規定する算出方法にかかわらず、

予定価格に１００分の８０を乗じて得た額とする。ただし、これにより難いものについては、

予定価格に１００分の９２を乗じて得た額から予定価格に１００分の７５を乗じて得た額の

範囲内で適宜の額とすることができる。 

 

（入札参加者への周知） 



 
 

第４条 この要領の規定により最低制限価格を設けるときは、一般競争入札の公告及び指名競争

入札の指名通知等の方法により、あらかじめ最低制限価格を設ける旨を周知するものとする。 

 

（入札の執行） 

第５条 最低制限価格を下回る入札が行われたときは、当該入札をした者を落札者としないもの

とする。このとき、施行令第１６７条の１０第２項（施行令第１６７条の１３において準用す

る場合を含む。）の規定により当該入札をした者を落札者としない旨を告げるものとする。 

２ 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をし

た者がいるときは、この者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 

３ 再度入札をするときは、既に最低制限価格を下回る入札をした者は参加させないものとする。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２２年３月１日から施行する。 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 この要領は、令和５年４月１０日から施行する。 

 

 

別表（第３条関係） 

項目名 左に含む費目 

直接工事費 直接工事費、直接製作費、機器費、設計技術費、処分費等 

共通仮設費 共通仮設費、間接労務費等 

現場管理費 現場管理費、工事管理費、据付間接費、技術者間接費等 

一般管理費 一般管理費等 

 


